
総社市建築計画概要書等閲覧規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成２７年３月３０日 

 

                                       総社市長  片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１２号 

 

総社市建築計画概要書等閲覧規則の一部を改正する規則 

 

総社市建築計画概要書等閲覧規則（平成１７年総社市規則第１５３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動

後条」という。）が存在する場合には，当該移動条を当該移動後条とし，移動後条に対応する移動条が存在しない場合には，当該移動後条（以下「追加条」

という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示及び様式の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた

部分（条の表示及び追加条を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正

部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄中様式の表示に下線が引かれた様式を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

総社市建築計画概要書等の閲覧等に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１１条の４第３項の規定に基づき，同条第１項の規定による建築計画

概要書，築造計画概要書，定期調査報告概要書，定期検査報告概要書，建

築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書並びに建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定により位置

の指定を受けた道路の建築基準法施行規則第１０条第１項の規定に基づ

く公告文書（当該公告により縦覧に供した図面を含む。）（以下「概要書

等」という。）の閲覧及び写しの交付（以下「閲覧等」という。）に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（閲覧等の場所） 

第２条 概要書等の閲覧等の場所は，建築住宅課とする。 

 

総社市建築計画概要書等閲覧規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）

第１１条の４第３項の規定に基づき，同条第１項の規定による建築計画

概要書，築造計画概要書，定期調査報告概要書，定期検査報告概要書，建

築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書（以下「概要書」と

いう。）の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

（閲覧場所） 

第２条 概要書の閲覧場所は，建築住宅課内とする。 



改 正 後 改 正 前 

（閲覧等の時間等） 

第３条 閲覧等の場所における概要書等の閲覧等の時間は，毎日（総社市

の休日を定める条例（平成１７年総社市条例第２号）に規定する市の休

日を除く。）午前８時３０分から正午まで，及び午後１時から午後５時

１５分までとする。 

２ 市長は，必要があると認めるときは，前項に規定する閲覧等の日及び

閲覧等の時間を変更することができる。 

（閲覧手続） 

第４条 概要書等を閲覧しようとする者は，当該閲覧に係る建築物，工作

物，昇降機又は道路の位置（以下「建築物等」という。）を特定し，所

定の閲覧等申請書を市長に提出しなければならない。ただし，市長が公

益上特に必要であると認めた場合には，この限りでない。 

（閲覧等の場所以外での閲覧の禁止） 

第５条 概要書等は，閲覧等の場所以外で閲覧してはならない。 

（閲覧の停止又は拒否） 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，概要書等の

閲覧を停止し，又は閲覧を禁止することができる。 

(１) 概要書等を汚損し，若しくは破損し，又はそのおそれがある者 

(２)及び(３) 略 

（概要書等の写しの交付） 

第７条 概要書等の写しの交付を受けようとする者は，当該概要書等の写

しの交付に係る建築物等を特定し，所定の閲覧等申請書を市長に提出し

なければならない。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか，概要書等の閲覧等について必要な

事項及び様式については，市長が別に定める。 

 

（閲覧時間等） 

第３条 閲覧場所における概要書の閲覧時間は，毎日（総社市の休日を定

める条例（平成１７年総社市条例第２号）に規定する市の休日を除く。）

午前８時３０分から正午まで，及び午後１時から午後５時１５分までと

する。 

２ 市長は，必要があると認めるときは，前項に規定する閲覧日及び閲覧

時間を変更することができる。 

（閲覧手続） 

第４条 概要書を閲覧しようとする者は，建築計画概要書等閲覧申請書（別

記様式）に住所，氏名及び閲覧理由その他必要事項を記載しなければな

らない。 

 

（概要書の持ち出し禁止） 

第５条 概要書は，閲覧場所以外に持ち出してはならない。 

（閲覧の停止又は拒否） 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，概要書の閲

覧を停止し，又は閲覧を禁止することができる。 

(１) 概要書を汚損し，若しくは破損し，又はそのおそれがある者 

(２)及び(３) 略 

 

 

 

 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか，概要書の閲覧について必要な事項

は，市長が別に定める。 

 

別記様式（第４条関係） 略 

 

 

附 則 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

 


